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「教育都市としま」の高峰に挑む 

 

                平成２７年３月 豊島区教育委員会 

 

 教育は不易と流行への対応が肝要です。人類遺産としての言語や文化、科学や歴史

といった幅広い教養を継承し人格の完成を目指す（不易）一方で、国際化や科学技術

化・情報化が進む知識基盤社会、少子高齢化社会（流行）に逞しく生き抜くための教

育施策が重要となります。 

 我が国の教育は、平成 18・19年に教育基本法や教育関連法が改正され、旧法が示す

普遍的価値を継承しつつ、道徳心や自律心、公共心を重視し、家庭教育支援や幼児教

育の充実を謳い上げました。平成 20年には小・中学校学習指導要領が全面改訂され、

「生きる力」の中での「確かな学力」が教育の根本指針となりました。 

 豊島区教育委員会は、こうした背景を受け止め、『豊島区教育振興基本計画』（「豊

島区教育ビジョン 2010」）を策定し、教育施策の根拠としてきました。当初予定した

88の実施施策にはすべて着手し、学力の向上や学校図書館の活性化、新規事業等にお

いて大きな成果（＊第 3章参照）を上げてまいりました。とりわけ、オール豊島の英

知を結集して作り上げてきた「学びと育ちの連続性」や「学びと授業のモデルチェン

ジ」という教育原理論をはじめ、「豊島の子七か条」や「豊島教員ミニマム」、「学

習情報センター化構想」、「豊島区教育の情報化ビジョン」等のトータルマネジメン

トは、21世紀型の教育に通じる、質の高い峰へと誘ってきたものと確信しています。 

 次期教育課程へ向けて検討の始まった平成 26年 7月、学識経験者や関係団体で構成

された「教育ビジョン検討委員会」は、５年間にわたる「教育ビジョン 2010」の進行

管理及び隣接校選択制に関する検証を行い、豊島区教育委員会に答申文を提出しまし

た。教育委員会では豊島区議会「子ども文教委員会」に答申内容を報告し、パブリッ

クコメントを受けた後、平成 27年 3月の第 3回教育委員会臨時会で最終決定をいたし

ました。平成 27年 4月以降は、新設の「総合教育会議」に位置付け、「豊島区教育ビ

ジョン 2015」（以後、本ビジョン）をもって、「教育都市としま」の新指針として教

育の高峰に挑み、「子どもに学びがいを、教師に教えがいを、学校に元気を」もたら

したいと、固く決意するものです。 

 教育は、夢をつくり、人をつくり、そして、この国の形をつくります。教育の営み

は倦まず弛まずです。決して派手ではなく、パフォーマンスでもありません。意図的、

計画的、系統的に、日々実直に繰り返されてこそ、継続した力を得るものです。その

意味で、本ビジョンは生まれたての、夢を与えそうな、人を育てそうな器でしかあり

ません。子どもも教員も学校も、そして、教育関係者や地域の方々の英知をも結集し

て施策や事業の達成に向かうとき、本計画に本格的な入魂ができるものと考えます。 

 学校・教育関係者をはじめ、広く区民の皆様が本ビジョンを手に取られ、多くの声

を寄せていただくことを心より祈念いたします。 
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１ 「教育ビジョン２０１０」から「教育ビジョン２０１５」へ 

 
「教育ビジョン２０１０」は、平成 22 年度から 31 年度までの 10 か年の計画であり、  

5 年目に見直しを行うとされている。 

計画期間前期終了年度の平成 26 年度にこれまでの実施状況を踏まえ、後期 5年間の計

画として「教育ビジョン２０１５」へ改訂するものである。 

 

２ 「教育ビジョン２０１５」の位置付け 

 

「教育ビジョン２０１５」は、「教育ビジョン２０１０」と同様に、豊島区基本計画の

「子どもを共に育むまち」分野の施策推進に関する計画という位置付けをもち、「子ども

プラン」をはじめ、関連分野別計画と連携しながら計画の推進を図る。 

また、「教育ビジョン２０１５」は、豊島区の学校教育の振興施策に関する基本計画と

位置付け、教育基本法に規定された教育振興基本計画としての性格をもつものである。 

 
＜図表 1＞ 豊島区基本計画と豊島区教育ビジョン 2015 及び他の分野別計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊ 教育基本法 

日本の教育に関する根本的・基礎的な法律。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となり、 
「教育憲法」と呼ばれることもある。平成 18 年 12 月に公布・施行された現行の教育基本法は、本則は
18 条あり、第 1 章から第 4 章までに分けられている。それぞれ「教育の目的及び理念」「教育の実施に
関する基本」「教育行政」「法令の制定」について規定されている。 

 
＊ 教育振興基本計画 

教育振興基本計画は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）に示された理念の実現と、我が国の教育
振興に関する施策の総合的・計画的な推進を図るための基本計画。改正教育基本法で、政府が作り国会
に報告することが定められ、地方自治体も国の計画を参考に、地域の実情に応じた基本計画を作ること
が努力目標となっている。 

スポーツ振興計画 

生涯学習推進計画 
文化政策推進プラン 

環境基本計画

地域保健福祉計画

子どもプラン

豊島区基本計画 

未来戦略推進プラン 豊島区教育振興基本計画 

教育ビジョン 2010 

教育ビジョン 2015 
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３ 計画の構成 

「教育ビジョン２０１５」は、第 1 章で計画の概要、第 2 章で「教育ビジョン２０１

０」の成果と教育環境の推移を記載した。第 3 章で 5 年間の教育を取り巻く動向と新規

事業を記載した。第 4 章で施策と実施事業の概要と体系を記載した。第 5 章では計画の

推進に向けて、区長部局との連携、周知・進行管理について記載した。 

 
 
＜図表 2＞ 計画全体の構成 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
＜図表 3＞ 第４章の構成 

                 [第４章１ ６つの施策と１４の事業体系]        [第４章２ 実施事業] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「確かな学力」の育成 

「豊かな人間性」の育成 

「健やかな心と体」の育成 

教師力の向上と教育環境の整備 

地域に信頼される教育 

未来を切り拓くとしまの子の育成 

２７の実施事業

第２章 

 

〇計画前期の成

果と教育環境

の推移 

第３章 

 

○教育を取り巻く

動向と対応 

 

・社会状況の変化 

・新規事業 

 

第４章 

 

〇構成 

 

・視点 

・実施事業 

・施策体系 

・課題 

第５章 

 

〇計画の推進に 

向けて 

・区長部局との連携

・進行管理 

第１章 

 

○計画の概要 

 

進行管理・見直し 

２の施策の方向 １２の実施施策 

２の施策の方向

３の施策の方向

２の施策の方向

３の施策の方向

２の施策の方向

７の実施施策 

５の実施施策 

１４の実施施策 

１０の実施施策 

４の実施施策 

１８の実施事業

１３の実施事業

３４の実施事業

１８の実施事業

１５の実施事業

施策を見直して継承 
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４ 計画期間と進行管理 

豊島区教育振興基本計画としての「豊島区教育ビジョン２０１０（前期計画）」は平成

21 年度から平成 26 年度まで、「教育ビジョン２０１５（後期計画）」は平成 27 年度から

平成 31 年度までの 5年間となっている。 

計画の進行管理は、毎年、学校等の協力を得て実施状況を総合的に検証していくとと

もに、重点施策は未来戦略推進プランの重点施策にも盛り込み、区長の主宰する総合教

育会議及び教育委員会の基本方針に位置付けて推進していく。 

 
＜図表 4＞ 教育ビジョン 2010・2015 の計画期間 

年 

度 

平成

１５ 

平成

１６ 

平成

１７ 

平成

１８ 

平成

１９ 

平成

２０ 

平成

２１

平成

２２

平成

２３

平成

２４

平成

２５

平成

２６

平成

２７ 

平成

２８ 

平成

２９ 

平成

３０

平成

３１
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豊島区教育ビジョン 

見直し

豊島区教育振興基本計画 

豊島区教育ビジョン 2010 豊島区教育ビジョン 2015

豊島区 
基本構想 

教育としま改革プラン２１ 

●平成 18 年 12 月 教育基本法改正

●平成 20 年 7 月 国の教育振興基本計画 閣議決定 

●平成 20 年 3 月 幼稚園教育要領 小・中学校学習指導要領告示 
    ●平成 21 年 4月 幼稚園全面実施 
          ●平成 23 年 4月 小学校全面実施 
             ●平成 24 年 4月 中学校全面実施 

教
育
関
係
年
譜
（
国
）

豊島区基本計画 

●平成 25 年９月  
いじめ防止対策推進法施行 

●平成 28 年 
中央教育審議会答申  
「新教育課程について」
(予定) 

●平成 27 年 4 月 
地方教育行政の組織及び
運営に関する法律の一部
を改正する法律施行 

教
育
関
係
年
譜 

（
豊
島
区
） 

●平成22年12月 豊島区がん対策推進条例 

●平成 25 年 4 月  
豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例

●平成 26 年 10 月 
豊島区いじめ防止対策推進条例 

大改訂改訂

豊島区基本計画 

新学習 
指導要領

先行実施 
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＊ 豊島の子七か条 
豊島の子どもに身に付けて欲しい「基本的な生活習慣」「学習・運動習慣」「読書習慣」やいじめ根絶

等、子ども自らが、意識して追求し、取り組めるよう学校や家庭で働きかけをするために作成したある
べき子どもの学びや生活スタイル。 

 
＊ 豊島教員ミニマム 
  豊島区に愛着をもつ教員を育成し、各教員が「学習指導力」「生活指導力・進路指導力」「保護者や地

域との適切な対応力」「組織の一員としての円滑な校務遂行力」を身に付け、豊島区の教員なら「いつで
も、どこでも、だれでも、これだけはできる実践力」の姿を示したもの。 

豊
島
の
子
七
か
条 

     

一 

早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん
、
元
気
な
一
日
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
よ
う 

二 

さ
わ
や
か
な
あ
い
さ
つ
、
は
ず
む
会
話
に

心
を
そ
え
よ
う 

三 

ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
、
守
っ
て
、
楽
し
く
、

安
全
に
す
ご
そ
う 

四 

人
へ
の
思
い
や
り
、
い
じ
め
を
許
さ
ぬ 

強
い
意
志
を
も
と
う 

五 

好
奇
心
、
進
ん
で
学
習
、
自
分
の
力
を 

伸
ば
そ
う
、
役
立
て
よ
う 

六 

読
書
に
ひ
た
り
、
世
界
を
広
げ
、 

知
恵
と
心
を
豊
か
に
し
よ
う 

七 

毎
日
運
動
、
進
ん
で
体
を
動
か
し
、 

心
も
体
も
き
た
え
よ
う 

 

豊島教員ミニマム 

教育は教化も感化も重要なり 

☆ 子どもの知的好奇心をゆさぶり、やる気を引き出し、達成感をもたせよう 
☆ 学習３つの心得を、確立させよう 
   （①人の話は目で聞く 、②自ら問いをもって考える、 ③互いに高め合う ） 
☆ 話し合い、学び合い、協同を促し、学びがいを実感させよう 

～ 子どもに学びがいを、教師に教えがいを、学校に元気を！ ～ 

教育は為すことによって身につく 

☆ ひと言の重みを自覚し、子どもが抱える心の悩みをとらえよう 
☆ 子どもの可能性や能力を信じて、最後まで指導をしよう 
☆ 子どもの心に向き合い、温かい人間関係を築こう 

教育は人なり、チームプレーなり 

☆ 理屈抜き子どもや学校を好きになろう 
☆ 「フェイス・ツゥ・フェイス」を大切に、共に汗して絆を深めよう 
☆ 忙中笑顔、人には優しく、自らには厳しく 


